
運営委員会とは？ 

20の小中学校・義務教育学校の

各単位PTAから代表として届けら

れた運営委員 1 名（役員を含む）

と、顧問、参与（小中学校長の代表、

社会教育指導員）からなり、活動に

ついての連絡調整や協議、必要事項

の決定、情報交換などを行います。

（原則 毎月 1回開催） 
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力を合わせて  守口市 PTA協議会について 
            子どもたちの健全育成と PTA相互の連絡と協調、発展をめざして 

守口市 PTA協議会 

第一中学校 PTA  守口小学校 PTA 八雲東小学校 PTA 
八雲中学校 PTA  八雲小学校 PTA  

錦中学校 PTA      錦小学校 PTA 

樟風中学校 PTA    さくら小学校 PTA 寺方南小学校 PTA 

大久保中学校 PTA  よつば小学校 PTA 

梶中学校 PTA      梶小学校 PTA 藤田小学校 PTA 

庭窪中学校 PTA    庭窪小学校 PTA 佐太小学校 PTA 

金田小学校 PTA 

さつき学園 PTA   （小学校…1２ 中学校…7 義務教育学校…1） 

 

主な会議 
○ 総 会 （単位 PTA会長・それに準ずる者・学校長） 

○ 役員会 （会長・副会長・書記・会計・事業担当） 

○ 会長会 （各単位 PTA会長） 

○ 運営委員会（各単位 PTAからの代表 1名） 

 

 
※会議は対面とオンラインのハイブリッド方式で 

開催しています。 


